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年 Jj 市 II r[ 村 計 備 考

7,616 9,868 
町村合併促進法施行

昭和28年lOJJ 286 1, 966 
（昭和28年10月1Fl 法律第258号）

1,870 2,303 4,668 
新市町村建設促進法施行

31年4Jj 495 
（昭和31年 6月301―1 法律第164号）

1, 574 3,975 
町村合併促進法失効

31年9)j 498 1, 903 
（昭和31年9月3011)

1,935 981 3,472 
新市町村建設促進法惰II失効

36年6Jj 556 
（昭和36年6月2911)

1,982 913 3,453 
市の合併の特例に関する法律施行

37年lOJJ 558 
（昭和37年5月10日 法律第118号）

2,005 827 3,392 
市町村の合併の特例に関する法律施行

40年4)j 560 
（昭和40年3月29R 法律第 6号）

市町村の合併の特例に関する法律の 部を改

50年4Jj 643 1,974 640 3,257 正する法律施行

(Ilf1禾Il50ィf3)=l28日 法律第 5号）
市町村の合併の特例に関する法律の •部を改

60年4Jj 651 2,001 601 3,253 正する法律施行

（昭和60年3月3OII 法律第14号）

、ド成17年4)j 739 1,317 339 2,395 

▲市町村数の変遷と昭和の大合併

七
年
三
月
ま
で
に
合
併
す
る
条
件
が
付
け
ら
れ
た

（後
に
法
律
が
改
正
さ

六
八
あ
っ
た
市
町
村
が
三
十

一
年
九
月
に
は
お
よ
そ
六
割
減
少
し
、

三
、

そ
れ
か
ら
五

0
年
、
交
通
や
通
信
機
能
が
発
達
し
、
住
民
生
活
や
経
済

も
広
範
囲
に
広
が
り
、
多
様
化
す
る
住
民
の
ニ
ー
ズ
に
行
政
も
対
応
が
必

要
と
な
っ
て
き
た
。
さ
ら
に
、
少
子
高
齢
化
が
進
み
、
人
口
の
減
少
か
ら

く
る
税
収
の
低
迷
な
ど
も
あ
り
、
自
治
体
の
規
模
を
大
き
く
し
、
効
率
的

四
月
、
「
地
方
分
権

一
括
法
」
を
施
行
し
市
町
村
合
併
を
す
る
こ
と
で
、
市
町
村
の
規
模
を
大

は
、
大
幅
に
県
や
市
町
村
に
委
譲
さ
れ
る
と
と
も
に
、
合
併
特
例
法
と
し

て
地
方
交
付
税
の
算
定
特
例
措
置
と
合
併
特
例
偵
が
創
設
さ
れ
、
平
成
十

れ
平
成
十
八
年
――一
月
末
と
な
る
）
。

き
く
し
行
財
政
の
基
盤
を
強
化
し
よ
う
と
し
た
。
国
で
行

っ
て
い
た
権
限

こ
の
た
め
、
国
で
は
平
成
十
二
年
（
二
0
0
0
)

な
行
財
政
改
革
を
す
る
必
要
が
で
て
き
た
。

九
七
五
市
町
村
と
な

っ
た
。

め
全
国
的
に
市
町
村
の

「
昭
和
の
大
合
併
」
が
行
わ
れ
、
全
国
で
九
、

◇
平
成
の
大
合
併
へ
の
動
き

国
の
考
え
方

昭
和
二
十
八
年
(
-
九
五
三）

八

か
ら
三
十
年
代
初
め
に
か
け
て
、
市
町

村
で
は
厳
し
い
財
政
状
況
が
続
き
行
財
政
能
力
も
弱
体
化
し
た
。
こ
の
た
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12市町村

▲県が提案した市町村合併パターン例

組
み
が
重
要
と
な
っ
て
く
る
。
地
域
住
民
に
積
極
的
に
情
報
を
提
供
し
、

に
関
わ
る
大
き
な
課
題
で
あ
る
た
め
、
自
主
的
で
、
か
つ
主
体
的
な
取
り

一
方
、
市
町
村
の
取
り
組
み
と
し
て
は
、
市
町
村
の
あ
り
方
そ
の
も
の

ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
の
設
置
）

ホ
、
合
併
支
援
の
た
め
の
体
制
整
備

（
全
庁
的
支
援
体
制
整
備
と
プ
ロ

大

う

二
、
市
町
村
合
併
に
向
け
た
取
り
組
み
に
対
す
る
財
政
支
援

ハ
、
市
町
村
合
併
に
向
け
た
取
り
組
み
に
対
す
る
人
的
支
援

‘-

ロ
、
市
町
村
合
併
に
向
け
た
気
運
の
醸
成

畏
＂
蠣

，
 

イ
、
市
町
村
合
併
に
関
す
る
調
査
、
研
究
事
業
の
提
供

要
綱
に
県
の
取
り
組
み
と
支
援
策
と
し
て
次
の
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。

l
l
"鰻

10市町村

に
よ
る
「
市
町
村
広
域
行
政
等
研
究
会
」
を
設
置
し
、
十
三
年
三
月
に
こ

の
研
究
会
が
と
り
ま
と
め
た
「
富
山
県
市
町
村
合
併
試
案
」
と
「
合
併
支

援
要
綱
」
を
発
表
し
た
。

こ
の
試
案
に
よ
る
と
平
村
が
関
係
す
る
地
域
は
、
砺
波
市
・
城
端
町
・

平
村

・
上
平
村

・

利
賀
村
・
庄
川
町
・
井
波
町

•

井
口
村

・

福
野
町
・
福

光
町
の

一
市
五
町
四
村
、
砺
波
市

・
小
矢
部
市

・
城
端
町

・
平
村

・
上
平

村
・
利
賀
村

・
庄
川
町
・
井
波
町
・
井
口
村

・
福
野
町
・
福
光
町
・
福
岡

町
の

二
市
六
町
四
村
の
二
つ
の
パ
タ
ー
ン
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、

富
山
県
で
は
、

県
の
考
え
方

平
成
十

一
年
（

九
九
九
）

八
月
に
市
町
村
助
役
な
ど

265 第6章 市町村合併に向けて
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▲ 「砺波地域合併に関する研究会」の最終報告書

行
政
と
住
民
の
連
携
が
図
ら
れ
、
市
町
村
合
併
が
円
滑
に
進
め
ら
れ
る
よ

自
身
が
将
来
を
み
つ
め
、
市
町
村
合
併
を
自
ら
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
、

◇
砺
波
地
域
の
合
併
へ
の
動
き

砺
波
地
域
合
併
に
関
す
る
研
究
会
の
設
置

砺
波
地
域
は
、
県
内
で
も
早
く
か
ら
市
町
村
合
併
に
つ
い
て
調
査
や
研

平
成
十
――
一
年
（
二
0
0
1
)
五
月
、
砺
波
広
域
圏

一
0
市
町
村
に
小
矢

部
市
と
福
岡
町
を
加
え
た
「
砺
波
地
域
合
併
に
関
す
る
研
究
会
」
が
発
足

し
た
。
こ
の
研
究
会
は
各
市
町
村
の
職
員
二
人
と
砺
波
広
域
圏
事
務
組
合

の
職
貝
で
構
成
さ
れ
、
市
町
村
合
併
を
す
る
と
住
民
生
活
に
ど
の
よ
う
な

影
孵
が
で
る
の
か
な
ど
具
体
的
な
事
項
に
つ
い
て
、
調
査
研
究
活
動
を
進

め
る
と
と
も
に
対
応
策
な
ど
も
探
っ
た
。
そ
し
て
十

一
月
に
は
中
間
報
告

造
•
生
活
圏
な
ど
の
市
町
村
の
現
状
と
合
併
の
効
果
、
合
併
に
よ
る
問
題

広
域
圏

一
0
市
町
村
で
合
併
し
た
場
合
と
を
比
較
し
、
人
ロ
・
産
業
構

こ
の
報
告
書
に
は
、
砺
波
地
区

二
市
町
村
で
合
併
し
た
場
合
と
砺
波

を
、
翌
十
四
年
二
月
に
は
最
終
報
告
書
を
と
り
ま
と
め
た
。

究
を
行
っ
て
い
た
。

自
主
的
、
主
体
的
に
検
討
や
議
論
を
進
め
て
欲
し
い
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
住
民
に
は
、
地
域
の
行
政
運
営
を
監
視
す
る
と
と
も
に
、
住
民

つ
配
慮
し
た
い
と
し
て
い
る
。
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項 II 
人「l（人）

而栢 (km2)
1人当たり交付税（Ill) 財政力指数

['H3. 3. 31] ［平12年1文］ ［平12年1文］

砺波市 41,089 96.22 119,474 0.557 

城端町 9,985 64.99 232,431 0.354 

平村 1,450 94.06 991,547 0. 156 

上平村 858 94. 77 869,401 0.438 

利賀村 976 177.58 1,650,252 0.159 

庄川町 7,313 30. 74 244,326 0.355 

井波町 10,443 26.20 228,592 0.342 

J j: I I村 1,356 11. 50 541,597 0. 162 

福野Ill]― 14,919 31. 71 191,052 0.418 

福光III]. 20,658 168.05 192,189 0.408 

1 0 l II Il rJ・木•J• 109,047 795.82 208,654 

▲砺波広域圏10市町村の現状

う
え
で
意
見
を
ま
と
め
る
こ
と
に
し
た
。

て
、
「
ま
ち
づ
く
り
計
画
」
「
合
併
特
例
債
に
よ
る
主
要
な
建
設
」
「
住
民

点
と
そ
れ
の
対
応
策
等
が
掲
載
さ
れ
、
各
種
統
計
資
料
も
添
え
て

―
二
市

砺
波
地
域
合
併
に
関
す
る
研
究
会
は
、
平
成
十
三
年
度
中
に
協
議
を
終

え
、
翌
十
四
年
に
は
市
町
村
の
助
役
で
組
織
す
る
「
市
町
村
合
併
協
議
会

を
設
置
す
る
た
め
の
準
備
会
」
が
設
け
ら
れ
た
。
こ
れ
は
十
五
年
三
月
ま

県
内
の
各
地
域
で
合
併
協
議
会
が
設
け
ら
れ
て
は
い
た
が
、
こ
の
合
併

協
議
会
準
備
会
を
設
置
し
た
の
は
砺
波
地
域
が
初
め
て
で
あ
っ
た
。
四
月

二
日
の
第

一
回
準
備
会
は
砺
波
市
役
所
で
開
か
れ
、
今
井
烈
砺
波
市
助
役

が
会
長
に
選
任
さ
れ
た
。
な
お
、
準
備
会
で
は
当
面
の
取
り
組
み
と
し

サ
ー
ビ
ス

・
負
担
の

一
元
化
」
な
ど
、
財
政
予
測
も
し
な
が
ら
協
議
す
る

こ
と
を
決
め
た
。
ま
た
合
併
パ
タ
ー
ン
に
つ
い
て
も
方
向
性
を
固
め
る
と

と
も
に
準
備
会
内
に
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
を
設
け
、
資
料
を
作
成
し
、

準
備
会
の
協
議
事
項
は
各
市
町
村
長
に
報
告
し
、
住
民
の
意
向
も
聴
い
た

し
か
し
、

五
回
に
及
ぶ
協
議
を
重
ね
、
合
併
に
関
す
る
各
市
町
村
の
意

見
が
集
約
さ
れ
た
が
、
合
併
の
枠
組
み
が
決
ま
ら
ず
、
休
止
状
態
と
な
っ

で
に
法
定
協
議
会
を
設
置
す
る
日
的
で
設
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

市
町
村
合
併
協
議
会
準
備
会
の
設
立

町
村
に
提
供
し
た
。

267 第6章 市町村合併に向けて



新設 （対等） 編人 （吸収）

定義 2以上の市町村を溌止して、区域内に l以上の市町村を廃止し、他の市町村

新しい 1つの市町村を設i性 の区域に編人

l|i町村の 合併前の市町村の法人格はii'i滅し、新 編人する市町村の法人格は存統し、編

法人格 市町村の法人格が発生 人される 市町村法人格は消滅

I1 長 旧市町村の全首長は身分を失い、新首 編人する市町村長の身分に変更なく、

長を選挙で選任 編人される市町村長は身分を失う

議員 旧市町村の全議員は身分を失い、選挙 編人する市町村誡員の身分に変更な

で選任 く、編人される市町村議員は身分を失

［定数特例】定数は法定定数の 2倍ま う

で増員可 （設iu:選挙の任期に限る） 【定数特例】Ill市町村の区域ごとに選

【在任特例】Ill市町村の議員は合併 挙区を設けてt1;(1員選挙をすることが可

後、 2年以内は在任lIJ. ムIJヒヒ

【在任4守例】編入される市Ill［村議員も
在任できる

※いずれも任期は編入先の議員の残任

期Illl

▲新設合併と編入合併の主な違い

最
小
限
の
単
位
」
と
す
る
考
え
方
で
あ
っ
た
が
、
庄
川
町
長
は
「
広
域

圏
で
の
合
併
を
基
本
と
し
な
が
ら
も
、
砺
波
市
を
中
心
と
し
た
合
併
が

白
然
で
あ
る
」
と
し
て
砺
波
市
が
提
案
し
た
任
慈
の
合
併
協
議
会
に
参

加
す
る
意
向
を
示
し
た
た
め
、
東
砺
波
郡
八
町
村
の
首
長
で
構
成
す
る

町
・

福
光
町
の
八
町
村
で
は

「
砺
波
広
域
圏
内
が
ま
ず
碁
本
で
あ
り
、

城
端
町

・
平
村
・
上
平
村

・
利
賀
村

・
井
波
町

・
井

1
村
・
福
野

＠
九
町
村
長
の
考
え
方

て
い
っ
た
。

④
砺
波
市
長
の
考
え
方

「砺
波
市
』
と
す
る
。

述
べ
た
。
さ
ら
に
十
月
に
聞
い
た
住
民
説
明
会
で
は
合
併
の
規
模
は
最

期
は
市
制
五
十
周
年
を
迎
え
る
平
成
十
六
年
十
二
月、

②
新
市
の
名
称

の
四
項
目
を
堅
持
し
た
い
な
ど
と
独
自
に
公
表
し
、
市
民
の
同
意
を
得

は

「
砺
波
市
」
、

③
庁
舎
の
位
置
は
砺
波
市
、

④
合
併
の
方
式
は
対
等

大
で
も
五
市
町
村
と
初
め
て
明
ら
か
に
し
、
方
針
と
し
て
①
合
併
の
時

ま
た
、

-
0
な
い
し

―
二
市
町
村
で
の
合
併
は
時
機
的
に
難
し
い
」
と

の
市
議
会
本
会
議
の
席
上
、
「
新
市
の
名
称
は

安
念
鉄
夫
砺
波
市
長
は
、
平
成
十
四
年
（
二
0
0
二
）
九
月
十

一
日

合
併
の
枠
組
み
に
つ
い
て

た
。
そ
の
結
果
、
市
町
村
長
協
議
会
の
協
議
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。
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珀 II 
小規模合併 大規校合併

（庄川町） （広域園）

l(i枯 （kt112) 126.96 795.82 

人11（人）［平12国勢調11:J 48,092 108,274 

人II密皮 （人／km2) 378. 8 136. 1 

闊齢化玲I(%)［平12国勢調査］ 21. 5 23. 8 

老人福祉牧 （円／人）［平13年）文］ 21, 112 36,199 

同民健康保険税 （ドl／人）［平13年度］ 77,850 77,331 

水追料 (/月）［23 m3/)l] 3,927 3,986 

固定費産税 （％） 1. 46 1. 51 

梢立金 (Fl／人）［‘|1.12年）文］ 83,656 189,209 

地）］偵残闘 （円／人）［‘ド12年）文］ 656,267 618,847 

財政力指数 （単年炭） 0.56 0.50 

▲小規模合併 （砺波市 ・庄川町）と大規模合併 (10市町村）の比較

※10 rli町村とは(!)j波r|]・城端lllf·平村・ 1 ·.• 1 ;•村 ・ 利賀村・／i' JI IIII J ・ ．）卜波町・J I·I I村・福野町・ネ晶光lllf

ど
を
あ
げ
た
。

公
式
に
示
し
た
。

野
村
泰
則
砺
波
市
助
役
は
、

中
小
規
模
合
併
を
目
指
し
、

1
0
ま
た
は

東
砺
波
郡
町
村
連
絡
協
議
会
は
、
十
月
九

・
十
日
の
両

H
に
会
議
を
開

き
、
「
八
町
村
が

一
致
団
結
し
て
、
砺
波
広
域
圏
を
割
る
合
併
は
避
け

た
い
」
と
し
て
、

で
き
る
だ
け
行
動
を
共
に
し
、
対
応
し
て
い
く
こ
と

を
巾
し
合
わ
せ
た
。

平
成
十
四
年
（
二
0
0
二
）
十

一
月

―
H
、
砺
波
市
役
所
三
階
に
お
い

て
、
各
市
町
村
の
助
役
、
担
当
課
長
で
構
成
す
る
第
六
同
市
町
村
合
併
協

協
議
事
項
は
、

（
市
町
村
合
併
の
枠
組
み
に
つ
い
て
、

5
そ
の
他
で、

二
市
町
村
で
の
合
併
は
想
定
し
て
い
な
い
と
す
る
、
砺
波
市
の
考
え
方
を

さ
ら
に
、
多
く
て
も
庄
川
町

・
福
野
町

・
井
波
町

・
利
賀
村
の
五
市
町

村
と
の
合
併
は
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
そ
の
狸
由
と
し
て
①
J
A
と
圃

一
糾

織
内
で
あ
る
こ
と
、

②
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
と
な
み
で
共
同
で
ご
み
処
理

を
行
っ
て
い
る
こ
と
、

③
文
化
に
も
南
と
北
で
違
い
が
み
ら
れ
る
こ
と
な

議
会
準
備
会
が
開
か
れ
た
。

第
六
回
砺
波
地
域
市
町
村
合
併
準
備
会
開
催
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▲中沖県知事に大規模合併を求め協力要請 （富山新聞社提供 平成14年11月23日）

光
町
の
首
長
、
砺
波
広
域
圏
選
出
の
県
議
会
議
員
は
、
井
波
町
役
場
で
会

合
を
開
き
、
砺
波
広
域
圏

一
0
市
町
村
の
大
規
模
合
併
を
砺
波
市
な
ど
に

働
き
か
け
る
砺
波
地
域
市
町
村
合
併
町
村
長
協
議
会
を
設
立
し
た
。

第
一
回

H
の
会
合
に
は
九
町
村
長
と
河
合
常
則
・
上
田
信
雅
・
北
島
秀

一
郎
の
三
県
議
会
議
員
が
出
席
し
、
代
表
に
福
野
町
の
溝
口
進
町
長
、
幹

事
に
井
波
町
の
消
都
邦
夫
町
長
が
選
ば
れ
、
五
人
の
県
議
会
議
員
は
相
談

役
に
就
い
た
。
運
動
方
針
は
、

①
安
念
市
長

・
高
田
同
市
議
会
識
長
・
砺

波
広
域
圏
事
務
組
合
議
会
の
吉
澤
邦
磨
議
長
（
砺
波
市
議
）
に
広
域
圏
を

平
成
十
四
年
（
二
0
0
1―)
+

―
月
十
九
日
、
東
砺
波
郡
八
町
村
と
福

砺
波
地
域
市
町
村
合
併
町
村
長
協
議
会
の
設
立

め
る
要
請
書
を
提
出
し
た
。

こ
れ
は
安
念
鉄
夫
砺
波
市
長
の
合
併
案
で
は
砺
波
広
域
圏

一
0
市
町
村

平
成
十
四
年
（
二
0
0
二
）
十
月
十
八
日
、
福
野
町
役
場
で
東
砺
波
郡

る
任
意
団
体
「
砺
波
広
域
圏
町
村
議
会
合
併
委
員
会
」
が
発
足
し
た
。

が
分
裂
し
て
し
ま
う
と
し
て
、
九
町
村
議
会
が
団
結
し
た
も
の
で
、

二
十

―-H
に
は
砺
波
市
議
会
の
高
田
隼
水
議
長
、
池
田
昭
作
副
議
長
を
訪
ね
、

市
町
村
合
併
に
関
し
て
、
砺
波
広
域
圏

一
0
市
町
村
の
大
規
模
合
併
を
求

八
町
村
と
西
砺
波
郡
の
福
光
町
の
議
長
お
よ
び
議
員
ら

一
八
人
で
構
成
す

砺
波
広
域
圏
町
村
議
会
合
併
委
員
会
を
組
織
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平
成

14
年

2
月
1511

平
成
13
年

5
月
23
11

「砺
波
地
域
合
併
に
関
す
る
研
究
会
」
を
設
閻

砺
波
広
域
圏
1
0市
町
村
に
小
矢
部
r
l
i•
福
岡
町
を
交
え
た

12
市
町
村
で
講
介
・
研
究
活
動
を
聞
始

「
研
究
会
」
報
庄
11

内
ま
と
ま
る

12
市
町
村
の
行
財
政
全
般
に
わ
た
る
比
較
検
討

合
併
の
幼
果
お
よ
び
懸
念
巾
瑣
等
が
示
さ
れ
る

「市
町
村
合
併
協
議
会
準
価
会
」
を
設
叩
111

12
r
l
i
町
村
の
助
役
等
に
よ
る
協
議
を
開
始

砺
波
r
l
i
.
r
l
i
議
会
の
合
併
方
針
が
固
ま
る

小
・
中
規
校
合
併
で
臨
む

「市
町
村
合
併
協
議
会
礁
仙
会
」
の
聞
佃

砺
波
市
の
合
併
力
針
が
ポ
さ
れ
る

「砺
波
地
域
r
l
i
町
村
合
併
町
村
長
協
議
会
」
を
設
立

広
域
閲
内

9
町
村
長
等
で
構
成

「砺
波
地
域
市
町
村
合
併
町
村
長
協
議
会
」
巾
し
人
れ

砺
波
r
l
i
お
よ
び
悩
山
県
へ

lo
r
l
i
町
村
で
の
合
併
を
災
望

庄
川
町
、
砺
波
r
l
i
と
の
枠
糾
み
を
固
め
る

8
町
村
に
よ
る
竹
長
懇
淡
会

8
町
村
の
枠
糾
み
お
よ
び
協
議
会
の
設
立
に
つ
い
て

庄
川
町
が
砺
波
r
l
i
ヘ
任
邸
協
議
会
加
人
文
h
1
1

を
屈
出

年
内
に
砺
波
r
l
i
と
任
政
の
協
議
会
を
設
樅

伽
野
町
、
井
波
町
、
利
質
村
の

3
竹
長
、
砺
波
r
l
i
を
油
問

任
揺
協
議
会
へ
の
参
加
見
合
わ
せ
の
I
n
i
答

M
I
I、
8
町
村
に
よ
る
任
怠
協
議
会
発
足
を
発
表

8
町
村
長
お
よ
び
議
長
と
の
任
慈
協
議
会
打
合
会

「砺
波
地
域
市
町
村
合
併
任
慈
協
議
会
」
設
立
瀾
印
式

規
約
、
役
且
の
選
出
、
協
定
代
11

の
調
印

知
廿
に

「用，
119

支
援
地
域
の
指
定
」
を
災
平

知
れ
よ
り

「咽
点
支
援
地
域
の
指
定
」
を
受
け
る

「砺
波
地
域
r
l
i
町
村
合
併
任
紅
協
議
会
」
廿
務
屈
聞
所

巾
務
屈
聞
所
式
お
よ
び
職
且
辞
令
ぃ
父
付

＾
合
併
協
議
会
設
立
ま
で
の
経
綽
＞

と、 こ
。
t
 

十
二
月

二
十
四
1
7
、
城
端

•

平
・
上
平

砺
波
地
域
市
町
村
合
併
任
意
協
議
会
設
立

重
に
対
処
し
た
い
と
答
え
る
に
と
ど
ま
っ
た
。

る
た
め
、

中
沖
貼
知
事
の
協
力
を
求
め
る
こ
と
の

割
ら
な
い

一
0
市
町
村
に
よ
る
合
併
を
申
し
入
れ
る
。
②
県
の
理
解
を
得

つ
で
あ
っ
た
。

こ
の
砺
波
地
域
市
町
村
合
併
町
村
長
協
議
会
は
、
十

一
月
二
十
二
日、

九
町
村
長
が
砺
波
市
役
所
を
訪
れ
、
安
念
市
長
や
高
田
市
議
会
議
長
ら

に
、
砺
波
市
を
中
心
に
合
併
を
推
進
し
て
ほ
し
い
と
申
し
入
れ
た
が
、
安

念
市
長
は
広
域
圏

一
0
市
町
村
に
よ
る
合
併
は
難
し
く
、
市
と
し
て
は
慎

十
二
月
三
日
に
は
、

藤
森
栄
次
庄
川
町
長
が
砺
波
市
が
提
案
し
た
任
慈

の
合
併
協
議
会
に
参
加
す
る
意
向
を
明
ら
か
に
し
た
た
め
、
十
二
月
十

11

付
け
で
こ
の
砺
波
地
域
市
町
村
合
併
町
村
長
協
議
会
は
解
散
と
な
っ
た
。

平
成
十
四
年
（
一
0
0二
）

利
賀
•
井
波

•

井
1
•

福
野
•
福
光
の
砺
波
地
域
八
町
村
で
つ
く
る
県
内

初
の
市
町
村
合
併
任
意
協
議
会
の
設
立
調
印
式
が
井
波
町
役
場
で
行
わ
れ

来
賓
と
し
て
大
永
尚
武
副
知
事
、
河
合

・
北
島
県
議
会
議
員
出
席
の
も

八
町
村
の
首
長
と
議
会
議
長

一
六
人
が
協
定
書
に
調
印
し
、
同
十
五

年
四
）
の
法
定
合
併
協
議
会
に
向
け
て
本
格
的
に
協
議
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ

る
こ
と
に
な
っ
た
。
合
併
は
平
成
卜
七
年
三
月
の
合
併
特
例
法
適
用
期
限
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▲任意協議会の事務所開き

刻
伝
統
産
業
会
館
に
開
設
し
、
各
町
か
ら
二
人
、
各
村
か
ら

一
人
の
職
員

を
派
追
し
、
法
定
協
設
立
後
に
四
町
か
ら
さ
ら
に

一
人
ず
つ
増
員
す
る
こ

県
市
町
村
合
併
支
援
本
部
は
、
砺
波
地
域
市
町
村
合
併
任
意
協
議
会
を

県
内
初
の
合
併
重
点
支
援
地
域
に
指
定
し
、
十
二
月
二
十
六
日
同
支
援
本

さ
ら
に
、
同
協
議
会
と
し
て
は
次
の
六
つ
の
内
容
に
つ
い
て
申
し
合
わ

せ
を
行
っ
た
。

①
新
設
合
併
で
あ
る
、

②
合
併
は
平
成
卜
六
年
ト

一
月

一
H
を

H
標
と

は
、
ク
ラ
ス
タ
ー
方
式
の
分
庁
舎
と
し
、
八
町
村
に
は
住
民
の
窓

nと
な

す
る
、

③
新
市
の
名
称
は
四
月

一
日
か
ら
広
く
公
募
す
る
、

④
新
市
庁
舎

部
長
の
中
沖
知
事
か
ら
八
町
村
長

一
人

一
人
に
指
定
害
が
手
渡
さ
れ
た
。

と
に
し
た
。

平
成
ト
I
i
年

（二
0
0
三
）

-
J
六
日
、
事
務
り
を
井
波
町
の
井
波
彫

員
を
選
出
し
た
。

波
町
長
、
副
会
長
に
岩
田
忠
正
城
端
町
長
と
米
澤
博
孝
利
賀
村
長
ら
の
役

つ
に
し
て
必
ず
成
功
さ
せ
た
い
」
と
あ
い
さ
つ
し
、
会
長
に
泊
都
邦
夫
井

溝
口
福
野
町
長
は
「
力
を
合
わ
せ
、
共
存
共
栄
を
図
る
こ
と
で
八
町
村

が
合
意
を
し
た
。
未
知
の
枇
界
に
入
り
困
難
も
予
想
さ
れ
る
が
、
心
を

一

な
っ
た
。

を
日
指
し
て
い
て
、
実
現
す
れ
ば
人
口
六
万

一
八
二
人
（
平
成
十
二
年
国

勢
調
査
人
口
）
、
而
積
六
六
九
平
方
庄ート
緊
り
新
市
が
誕
生
す
る
こ
と
に
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1 合併の方式 11 新r|i建設計画 23 ii'i防団の取扱い

2 合併の期II 12 特別職の身分の取扱い 24 虚符システムの取扱い

3 新市の名称 13 条例、規則等の取扱い 総務・企11hj関係事業

4 新市の11務所の位iiIl: 14 事務組織及び機構の取扱い 住民・税務閃係事業

5 財産の取扱い 15 一部’li務組合等の取扱い
市ヽ・

健康 • 福祉関係事業

議会の議員の定数及び任期 16 使）廿料、手数料等の収扱い 産業・経済関係事業
6 齋の取扱い 17 公共的団体等の取扱い 25 姓設関係’lI業

業

農業委員会の委員の定数及 18 補助金、交付金等の取扱い
の
じ下水追関係事業7 

び任期の取扱い
取

19 町名・字名の取扱い
扱
教育関係’li業

8 地方税の取扱い
し‘

20 行政述絡機構の収扱い 病院関係事業

， 一般職の職員の身分の取扱
し＼ 21 伯行の取扱い その他事業

10 地域審議会の取扱い 22 国民健康保険事業の取扱い 26 その他

▲合併協謙会で協議された項目

こ
。
t
 
日
な
ど
の
新
規
協
議
事
項
四
件
に
つ
い
て
提
案
し
、
全
会

一
致
で
採
択
し

273 第6章

引
き
続
き
就
任
し
た
。

発
足
し
、
初
会
合
が
開
か
れ
た
。

ま
た
、
各
町
村
の
議
会
で
は
、

三
月
議
会
に
お
い
て
法
定
協
議
会
設
岡

議
案
を
可
決
し
た
。

に
お
い
て
、
法
定
協
議
会
で
あ
る
「
砺
波
地
域
市
町
村
合
併
協
議
会
」
が

協
議
会
の
顧
問
に
河
合
常
則
・
北
島
秀

一
郎
・
山
辺
美
嗣
県
議
会
議

員
、
委
員
に
は
各
町
村
か
ら
首
長

・
試
長
と
学
識
経
験
者
二
人
の
計
四
人

と
富
山
県
市
町
村
課
長
を
加
え
た
三
三
人
で
構
成
さ
れ
、
会
長
に
消
都
邦

夫
井
波
町
長
、
副
会
長
に
岩
川
忠
正
城
端
町
長
と
米
澤
博
孝
利
質
村
長
が

会
議
は
、
協
議
会
の
設
立
ま
で
の
経
緯
な
ど
報
侶
八
件
、
平
成
十
五
年

度
の
協
識
会
事
業
計
両
お
よ
び
予
算
な
ど
議
案
三
件
、
合
併
の
方
式
・
期

こ
の
第

一
回
会
議
で
は
、
任
意
協
議
会
で
申
し
合
わ
せ
た
「
合
併
協
議

平
成
十
五
年
（
二
0
0
三）

四
月

一
日
、
井
波
町
総
合
文
化
セ
ン
タ
ー

砺
波
地
域
市
町
村
合
併
協
議
会
（
法
定
協
議
会
）
設
立

い
て
住
民
の
意
見
を
聞
く
。

中
選
挙
区
制
と
す
る
、

⑥
住
民
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
し
、
新
市
に
つ

る
支
所
を
設
け
る
、

⑤
議
員
の
定
数
は
、
各
町
村
の
地
域
性
を
考
慰
し
て

市町村合併に向けて



一

な

ん-•
南
一
光； 越：

釦

▲新市の名称が 「南砺市」に決定

最
終
的
に
は
「
越
南
市
」
「
光
南
市
」「
南
砺
市
」
「
八
乙
女
市
」
の
四

度
が
高
く
な
る
市
名
な
ど
の
視
点
で
分
類
し
、
選
考
し
た
。

し
た
四
人
の
委
員
と
、
学
識
経
験
者
と
し
て
委
嘱
し
た
四
人
の
計
八
人
で

会
項
日
の
確
認
」
を
す
る
と
と
も
に
「
合
併
の
方
式
」

「合
併
の
期
日
」

「
議
会
の
議
員
の
定
数
お
よ
び
任
期
」
の
三
項

H
を
協
議
確
認
し
た
。
以

後
十
六
年
三
月
ま
で
に
協
議
を
続
け
、
す
べ
て
の
協
議
事
項
二
六
項
日
が

一
方
、
各
町

村
の
議
会
で
は
こ
れ
を
受
け
、
廃
罹
分
合
等
の
議
決
を
行
う
こ
と
に
な

っ

こ
の
協
議
項

17
の
中
で
「
新
市
の
名
称
の
公
募
」
に
つ
い
て
は
、
平
成

十
五
年
四
J
-
11
か
ら
三
十
11
ま
で

一
か
月
に
わ
た
り
行
わ
れ
た
。
応
砕

総
数
は
五
、
六
九
九
件
、
応
募
種
類
は
二
、
七
五
二
種
類
で
あ

っ
た
。

新
市
名
候
補
選
考
小
委
員
会
は
、
会
長
が
協
議
会
委
員
の
中
か
ら
指
名

構
成
さ
れ
た
。
委
員
長
に
河
田
稔
（
北

H
本
新
聞
社
常
務
取
締
役
）
、
副

委
員
長
に
西
村
幣
次
（
福
光
町
選
出
学
識
経
験
者
）
が
選
出
さ
れ
、
応
募

の
中
か
ら
、
地
域
の
特
性
を
表
す
市
名
、
夢
や
理
想
を
顛
う
市
名
、
知
名

つ
が
選
ば
れ
、
八
月
二
日
、
協
議
会
に
お
い
て
三
三
人
中
、

ニ――一
票
の
多

数
猥
を
得
て
「
南
砺
市
」
と
決
定
し
た
。

こ
。
t
 
確
認
さ
れ
た
後
、
合
併
協
定
の
調
印
を
行
う
こ
と
と
し
た
。
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▲南砺市の市章は甫天淑乃 （篭渡） の作品を採用

▲南砺市の「市章」

平
成
十
六
年

（二

0
0
四
）

長
に
は
、
高
岡
短
期
大
学
教
授
の
森
田
力
、
副
委
員
長
に
は
、
福
光
美
術

三
点
の
応
募
が
あ
り
、
選
考
作
業
が
進
め
ら
れ
た
結
果
、

品
に
絞
り
込
ま
れ
、
最
終
的
に
平
小
学
校
四
年
生
の
甫
天
淑
乃

（篭
渡
）

の
作
品
を
、
南
砺
市
の
市
章
と
し
て
採
用
す
る
こ
と
に
全
会

一
致
で
決
定

選
考
理
由
と
し
て
、

「八
つ
の
町
村
が

一
っ
の
大
き
な
円

（縁
）

な
が
る
デ
ザ
イ
ン
で
、
未
来
を
担
う
子
ど
も
ら
し
い
索
直
な
気
持
が
伝
わ

が
る
青
空
、
赤
は
市
民
の
情
熱
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
る
」
が
あ
げ
ら
れ
、

ま
た
、
甫
天
淑
乃
は

「
八
つ
の
町
村
が
合
併
し
て

一
っ
に
な
り
ま
す
。
明

る
＜
楽
し
い
市
に
な
る
と
い
い
な
と
思
い
ま
す
」
と
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
答

平
成
十
六
年

（二

0
0
四
）

合
併
協
定
調
印
式

え
た
。

四
月
三
17
、
井
波
町
総
合
文
化
セ
ン
タ
ー

る
強
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
性
が
あ
る
。
緑
は
農
か
な
自
然
、

青
は
南
砺
市
に
広

四
月
三
日
の
第
十
三
回
合
併
協
議
会
に
お

五
点
の
候
補
作

五
月
三
十

一
日
ま
で
市
章
候
補
作
品
を
募
集
し
た
と
こ
ろ
、

で
つ

し
た
。

-、
0
0

館
長
の
奥
野
達
夫
が
選
ば
れ
た
。

い
て
、
新
市
の
市
章
候
補
選
定
小
委
員
八
人
を
指
名
、
委
噸
し
た
。
委
員

南
砺
市
の
市
章
を
選
定
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•8 町村長が署名 、 調印し た「合併協定書」

同
日
に
そ
れ
ぞ
れ
可
決
し
た
。

ま
た
、

四
月
十
四
日
、
八
町
村
は
、

一
斉
に
臨
時
議
会
を
開
会
し
、
各

番

11
の
人
1
7
と
な
り
、
而
栢
で
は
県
内
最
大
と
な
る
。

良
い
合
併
事
例
だ
」
と
評
価
し
た
。

調
印
式
で
は
、
富
山
県
知
事
代
理
の
大
永
尚
武
副
知
事
、
綿
買
民
輔
衆

議
院
議
員
、
野
上
浩
太
郎
参
議
院
議
貝
な
ど
の
来
質
を
迎
え
、
さ
ら
に
会

場
に
は
地
元
選
出
の
県
会
議
員
、
合
併
協
議
会
委
員
、
国
や
県
、

八
町
村

の
閲
係
者
な
ど
、
約
六
七

0
人
が
見
守
る
な
か
、
八
町
村
長
が
「
合
併
協

定
害
」
に
署
名

・
調
印
を
行
い
、
正
式
に
協
定
が
成
立
し
た
。

調
印
後
、
大
永
副
知
事
と
綿
貰
衆
議
院
議
員
、
河
合
県
議
会
議
員
が
祝

辞
を
述
べ
、
満
場
の
拍
手
の
中
で
八
町
村
長
が
固
い
握
手
を
し
て
調
印
式

を
終
わ
っ
た
。

同
年
四
月
九
日
に
は
八
町
村
長
が
麻
生
太
郎
総
務
大
臣
を
訪
ね
、
合
併

協
定
害
に
調
印
し
た
こ
と
を
報
告
。
大
臣
は

「今
ま
で
聞
い
た
中
で
最
も

目
指
す
新
市
像
は
「
自
然
、
文
化
、
交
流
が
織
り
な
す
創
造
と
や
す
ら

ぎ
の
南
砺
市
」
で
、
誕
生
時
点
で
は
、
富
山
、
高
岡
市
に
次
い
で
県
内
三

町
村
の
廃
置
分
合
に
つ
い
て
な
ど
合
併
関
連
議
案
五
件
の
審
議
を
行
い
、

に
お
い
て
、
合
併
協
定
調
印
式
が
行
わ
れ
た
。
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▲市町村合併がテーマとなった村づくり大学セミナー（平成13年11月16日）

⑰
職
員
協
議
会
に
よ
る
勉
強
会

町
村
事
業
計
画
、
平
村
の
財
政
状
況
）

こ
の
研
究
会
の
内
容
は
、
主
に
次
の
四
つ
で
あ
っ
た
。

◇
平
村
の
合
併
へ
の
取
り
組
み

平
村
議
会
市
町
村
合
併
研
究
会
設
立

が
、
富
山
県
は
「
富
山
県
市
町
村
合
併
支
援
要
綱
」
の
な
か
で
、
平
村
に

関
連
し
て
合
併
パ
タ
ー
ン
の
設
定
を
二
通
り
示
し
た
。
こ
の
よ
う
な
こ
と

か
ら
平
村
議
会
で
は
平
成
十
三
年
（
二
0
0
I

)

六
月
七
日
村
議
会
議
員

平
村
と
し
て
合
併
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
観
点
か
ら
検
討
し
た
。

平
成
十
三
年
（
二
0
0
I

)

六
月
二
十
二
日
の
村
議
会
本
会
議
の
席

上
、
中
村
義
則
村
長
は
市
町
村
合
併
に
つ
い
て
「
住
民
の
関
心
が
重
要

で
、
適
切
な
情
報
提
供
を
図
っ
て
い
き
た
い
」
と
述
べ
る
と
と
も
に
、

ニ

十
七
日
か
ら
庁
内
に
、
課
長
級
以
上
に
よ
る
合
併
研
究
会
を
設
け
る
こ
と

を
明
ら
か
に
し
た
。
職
員
が

一
四
人
で
、
座
長
は
助
役
が
つ
と
め
た
。

⑦
定
例
勉
強
会
（
市
町
村
合
併
の
現
況
、
市
町
村
合
併
の
経
緯
、
合
併

特
例
法
の
概
要
、
五
箇
山
地
域
に
お
け
る
合
併
に
対
す
る
考
え
、
市

平
村
市
町
村
合
併
研
究
会
設
立

1
0
人
で
市
町
村
合
併
研
究
会
（
座
長
中
村
松
右
衛
門
）
を
設
立
し
、

平
村
は
、

―
市
五
町
四
村
で
構
成
す
る
砺
波
広
域
圏
に
属
し
て
い
る

277 第6章 市町村合併に向けて



問 イメージとして平村が合併した場合、支所等の

扱いはどうなるのか。

答 協議会では30項□近い協議’li項があり、その中
でそのような取り扱いが協議される

問 村の施設で、観光施設等はどうなるのか。赤字

のところは切り捨てられるのか。

答 3セクや財団、民間への委託の方法で述営して

いる施設が視在あるが、これもまた、今後の話し

合いの中で決ま っていく 。

問 住民の負担はどうなっていくのか。

答 これについても、協議会で決ま っていく 。

問合併したら、村長や議員、職員はどうなるの

か。

答 合併しても、任期中は任期がある 職Uは辞め
させられないが、 llIti次減らしていくことになる
し、将米的には給料制から能）J制に変わっていく

可能性がある。

問 合併しないでやっていくシュミレーションも必

要でないか。そういったデータも見ながら様々な

協議にあたってほしい。弱腰ではいけない。

答 決して弱ll要で物事を考えていないが、社会の流
れに屎っていくことも重災である。今後とも仕民

の真剣な考えや、江見を聞かせてほしい。

問 合併は避けて通れないと思うが、村のイメージ

やシンボルを残す意味で、積立金もあることか

ら、役場庁舎を建設しておくぺきでないか。

答 1：地tt乏であるので、姓設地の理解が紺られる

ならば進めたいと考えている。

問 合併は仕方ないと思うが、期限まで後 3年であ

り、何を今やる必要があるのかと考える時であ

る。今の村の状況は停滞気味に感じる。今一度、

原点に帰って村づく りを考えてほしい。

答 咽要なものは優先して考えていきたいし、特さ

んの協力がないと物’jiは進まないので、よろしく

お顧いしたい。

問 10年先は特例法によって見えるが、その後の姿

が見えない。資料の中に地域審議会とあるが、い

つまでも続く ものなのか。また、合併の効果とし

て2つの自治体で合併しても特例債はあるのか。
答 地域審議会は住民の、な見をより平等に屈けるた

めの用災な組織と認識している。合併特例伯はい

くつであっても該‘11する。

問 合併しても魅力のある地域であることが重要で

ある。地域の文化や歴史を大切にした村の方向を

考えておくべきでないだろうか。

答 住民の考え）jや揺識か重要である。

▲合併住民説明会意見交換記録 （平成14年 3月5• 6日）

連
し
た
こ
と
が
多
く
出
さ
れ
、
助
役
が
回
答
を
し
た
。

の
窓
口
業
務
の
場
所
は
ど
こ
に
な
る
の
か
？
」
な
ど
、

日
常
の
生
活
に
関

く
の
か
？
」
「
市
や
大
き
な
町
の
福
祉
、

市
町
村
合
併
に
つ
い
て
の
ビ
デ
オ
を
見
た
後
、
平
本
和
雄
助
役
と
裏
田

主
な
質
問
と
し
て
、

で
は
な
い
の
か
？
」
「
合
併
し
た
場
合
の
公
共
施
設
は
ど
う
な
る
の

か
？
」
「
今
ま
で
受
け
て
い
る
行
政
サ
ー
ビ
ス
は
今
後
も
変
わ
り
な
く
続

が
優
先
さ
れ
た
り
し
な
い
の
か
？
」
「
役
場
で
行
っ
て
い
た
手
続
き
な
ど

地
区
懇
談
会

下
水
道
、
医
療
而
な
ど
の
こ
と

砺
波
地
域
合
併
に
関
す
る
研
究
会
の
最
終
報
告
書
が
取
り
ま
と
め
ら
れ

「
合
併
の
賛
否
は
住
民
投
猥
に
よ
っ
て
決
す
べ
き

親
総
務
課
長
が
、
参
加
者
の
質
問
に
答
え
た
。

会
場
と
な
っ
た
春
光
荘
に
は
、

三
団
体
の
会
員
が
多
数
集
ま
っ
た
。

合
併
問
題
勉
強
会
を
開
催
し
た
。

平
成
十
四
年
（
二
0
0
二
）

会
の
三
団
体
が
合
同
で
市
町
村
合
併
に
つ
い
て
理
解
し
よ
う
と
、
市
町
村

六
月
十

一
日
、
青
年
団

・
壮
年
会

・
婦
人

平
村
青
年
団
・
壮
年
会
・
婦
人
会
の
三
団
体
合
同
勉
強
会

◎
そ
の
他

◎
講
師
を
招
い
て
の
勉
強
会
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問 12市町村の足並みが揃わない場合、この合併は
ないのか。小規模合併は検討しているのか。

答 現在は12市町村で対等合併を前提に話し合われ

ている。消防、ゴミ処理、介護保険等のサービス

を単独ではできないため広域で行っている。最低

でも砺波広域圏の10市町村で合併したほうがよ
しヽ。

問 道州制の声もあるが、県の境を越えて白川村と

合併できないのか。

答 白川村との越県合併には県議会の議決が必安で

ある。

問 合併は何万人以上が理想なのか。上平など隣り

の村と合併できないのか。

答 財政的、行政幼率からみると10万人ぐらいが理

想である。特例では 3万人ぐらいでもいいとされ
るが、どれぐらいの規模がいいのかは各市町村の

考え方次第である。

問 最初は対等に合併しても、要望事項は特例法の

10年間だけ聞き入れ、将来は小さい村が見捨てら

れるのではないか。

答 観光面で平、上平は世界追産もあり、他市町村

にない文化財や観光施設があるので、これらをう

まく利用し、観光ゾーンとしての位置づけを要望

していく 。また、市内を行き来できる道路などの

整備や、過疎伯や辺地債など山村しかない付効な

ものを活用していく 。除雪体制などの住民サービ

スが、これまでより悪くならないよう要望していく。

問 今は県や国に村単独で陳清できたが、合併され

れば議員も 1人または 2人になり要望が届かない

のではないか。

答 議員の選出は、大選挙区制か小選挙区制か、市

町村に区割りするかを合併協議会で検討する。ま

た、旧市町村に噺議会を設阻し、本庁へlIIし出を

することができる。

問 今は区長、議員の役割が大きいが、合併した場

合これを堅持できるのか。

答 地区の組織は残していきたい。組織づくりをし

ていかなくてはならない。

問 総合計画が策定されているが、合併までに村が

やっていくことは何か。

答 保脊所の統合と新設、役場庁舎、文化会館など

村民全体で利川できるものが必要である 。 児菰I•1：：：

徒数の激減で、学校問題も検討しなければならな

い。2年‘|£の間で重要なものは見急に計両してい
く必要がある。

問 合併する場合は、五箇山の特色を前面に押し出

してほしい。平高校においても特色ある学校とし

て残してほしい。合併しても自慢できる地区であ

るように進めてほしい。

答 今回の滋見を染約して、合併協議会ができた時

には要詔していきたい。平高校は存続するであろ

う。

▲合併地区懇談会意見交換記録（平成14年 9月2~11日）

た
諸
情
勢
を
報
告
す
る
た
め
の
懇
談
会
が
開
か
れ
た
。

に
わ
た
り
、
村
で
は
初
め
て
と
な
る
市
町
村
合
併
住
民
説
明
会
が
開
催
さ

説
明
会
で
は
二
月
に
砺
波
地
域
合
併
に
関
す
る
研
究
会
か
ら
出
さ
れ
た

報
告
書
を
も
と
に
、
砺
波
地
域
の
生
活
圏
や
産
業
構
造
、
平
村
の
財
政
状

平
成
十
四
年
（
二
0
0
二
）
九
月
に
は
、
村
長
は
、
砺
波
地
域
市
町
村

合
併
任
意
協
議
会
設
立
に
先
だ
ち
、
諸
情
勢
を
説
明
す
る
と
と
も
に
、
さ

ま
ざ
ま
な
意
見
を
住
民
か
ら
聞
き
合
併
に
対
す
る
議
論
を
深
め
る
た
め

「市
町
村
合
併
地
区
懇
談
会
」
を
村
民
に
呼
び
か
け
た
。
そ
し
て
、

か
ら
十

一
日
に
か
け
て
、
村
内
を
三
地
区
に
分
け
、
市
町
村
合
併
地
区
懇

談
会
を
開
催
し
た
。
役
場
側
か
ら
は
村
長
・
助
役
・
収
入
役
が
出
席
し
、

住
民
か
ら
の
質
問
に
答
え
る
形
で
進
め
ら
れ
た
。
三
地
区
の
会
場
で
は
、

平
村
と
し
て
将
来
に
悔
い
を
残
さ
な
い
選
択
を
す
る
た
め
に
活
発
に
質
疑

平
成
十
五
年
（
二
0
0
三
）

れ
た
砺
波
地
域
市
町
村
合
併
任
意
協
議
会
に
つ
い
て
の
経
緯
説
明
を
含
め

二
月
に
は
、
十
二
月
に
八
町
村
で
設
立
さ

応
答
が
行
わ
れ
た
。

の
説
明
会
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
活
発
な
意
見
交
換
が
な
さ
れ
た
。

二
日

況
な
ど
を
説
明
し
た
。
両
日
で
参
加
し
た
住
民
は

一
九
0
人
で
、
初
め
て

役
、
収
入
役
な
ど
が
出
席
し
た
。

れ
た
。
五
日
は
丸
山
荘
、

六
日
は
春
光
荘
で
行
わ
れ
、
中
村
村
長
ほ
か
助

た
こ
と
を
受
け
、
平
成
十
四
年
（
二
0
0
二）

三
月
五
日
、
六
日
の
両
日
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▲懇談会の様子

問 合併の期日はいつ？

答 ‘ド成16年11月1日にf定している

とJ：符執行に影評してくる。

問 合併重点支援地域は、指定される所とそうでな

い所があるのか。

答 県に111,;liすれば指定される。指定されないと補
助金が受けられない。

問 今後の法定協議会の内容について、住民に何ら

かの方法で情報を伝えてほしい。

答 協議会の内容は 「砺波地域合併協議会だより 」

に掲載し、その都度、各戸に配布される

そうしない

問 クラスター方式について今後も続くのか。その

メリ ット、デメリ ットを教えてほしい。

答 クラスター）i.J.しは、市の運営が軌迫に釆るまで

は現在の 4町のIi'令を使う分散型がよいというこ

とで考えた方法ではないか。

メリットは、地域の特性が生かされやすい。デ

メリットは、分Ii'令であるため経骰がかかるこ

と。

問 合併まで 1年9か月しかないが、平村として何

ができるか。村営住宅も考えてほしい。

答 財政は厳しいが、やるべきことはやるという考

えでがんばっている 総合計画についても17年度

まで見直す

村営イl:tについては、旧北陸園））哨；業所を改装
し、試験的な住宅にする

問 役場庁舎の建設と、道路の整備はどうなるの

か。

答 役拗庁舎については F梨に建設したいと思って
いる。複合施設で、その中に支所が人るようなも

のを検，i寸したい。

誼跨については、国道304号の登坂IIt線を＇1L急

につくるようおlg(iいしている。156りも含めて、'?

削、沿石防11:柵の設irt、ゆずり車線の新規’Ji菜も
お崩iいしたい

▲合併地区別懇談会意見交換記録 （平成15年2月5• 6日）

席
し
、
合
併
地
区
説
明
会
を
聞
催
し
た
。

合
併
の
あ
り
方
、
進
め
方
な
ど
を
説
明
し
た
。

域
市
町
村
任
意
合
併
協
議
会
が
開
か
れ
た
直
後
で
あ
っ
た
た
め
、
村
長
か

た
こ
と
な
ど
の
具
休
的
な
内
容
の
説
明
が
あ
り
、
住
民
か
ら
の
質
間
に
答

平
成
十
五
年
（
二
0
0
三）

砺
波
地
域
市
町
村
合
併
協
議
会
が
開
催
さ
れ
た
。
そ
の
中
で
新
市
の
名
称

八
町
村
の
速
や
か
な

一
体
化
と
新
市
の
均
衡
あ
る
発
展
に
資
す
る
た
め

の
将
来
ビ
ジ
ョ
ン
を
明
ら
か
に
す
る
「
新
市
合
併
ま
ち
づ
く
り
計
画
」
が

づ
く
り
計
画
（
将
来
構
想

・
建
設
計
画
）
」

「
新
市
合
併
ま
ち

に
つ
い
て
八
月
二
十
七

H
に

は
丸
山
荘
、
同
J
J
ニ
ト
八
日
に
は
春
光
荘
で
村
長

・
助
役

・
収
入
役
が
出

平
村
で
は
、

今
ま
で
確
認
さ
れ
た
協
議
項
目
お
よ
び

協
議
会
に
提
案
さ
れ
た
。

し
、
協
議
項
且
な
ど
に
つ
い
て
審
議
が
進
め
ら
れ
た
。

も
「
南
砺
市
」
と
決
定
し
、
平
成
十
六
年
十

一
月

一
日
の
合
併
を
日
指

四
月

一
日
に
法
定
協
議
会
が
設
立
さ
れ
、

え
る
形
で
会
は
進
め
ら
れ
た
。

ら
ま
ず
合
併
の
経
過
と
し
て

一
0
市
町
村
の
合
併
か
ら
八
町
村
に
変
わ
っ

ま
た
、
当
日
は
、
井
波
町
で
八
町
村
の
町
村
長
と
議
長
に
よ
る
砺
波
地

た
。
村
側
か
ら
は
村
長

・
助
役

・
収
入
役
が
出
席
し
、

八
町
村
の
市
町
村

し
た
。
出
席
人
数
を
み
て
も
村
民
の
関
心
が
闊
い
こ
と
が
う
か
が
わ
れ

五
LI
に
は
丸
山
荘、

六
日
に
は
春
光
荘
で
行
い
、
多
く
の
村
民
が
出
席
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問 合併の日程はどうな っているのか。行政セン

ターの機能と権限は 7

答 ’li務’li業のすりあわせを 9)]木に終え、その
後、条例や屯符システムを構笑していく 。協議会

は、米年 3月ですべての協議を終え、 4月に協定

内の締結、 6 JJに合併の議決、 9月に県の議決、

lOJJにIKlの告示を経て、 11JJ 1 11の合併を II標に

している。

行政センターは、），K本的に窓11業務すべてに対

応する。行政センターでのf籾獲得：は、できるか

どうか分からない。

問 平の行政センターの職員は何人か。診療所、ス

キー場も残るのか。

答 15人くらいになるか増えるか、これから決めて

いく 。診療所、保育所、つつじ荘などは今までど

おり 。スキー場も存紬するのではないか。

問 字名は、具体的にどうなるのか。

答 例えば ‘I7•村東中江は南砺 IIi東 I―| ,r 1．．に、字名のな
い城端町0番地は、南砺市城端0番地になる。ま
た、 Inlじ字名がある楊合は、南砺1|iじド細島、南
砺市利賀細島などとなる。協議会では、））孔則を提

案している。

問 平の名を残してほしい。南砺市平下梨とすれば

分かりやすいのでないか。

答 村民の認見をよく聞いて検討したい。

問 屋根の落雪改修補助や、区内道路工事の補助が

なくなるのは困る。

答 落‘斤改修補助は行き渡ったと思う 。

問 農業委員の定数について、五箇三村は少ないの

ではないか。また、協力員制度について教えてほ

しい。

答 まだ決定ではない。委員数が20人を越えると部

会に分かれなければならず、かえって声が届きに

くくなる。

協）Ji1は、生廂組合長の レベルで考えている
問 児童生徒が減っているが、行政センター単位で

学校を残していくのか。

答 小学校、中学校については、今の段陪では絣合

は考えていない。

問 南砺市の目玉は何か。

答 南砺市の「II •:は 、 そこに仕む人が［夫してつ

くつていくものである。

▲合併地区説明会意見交換記録（平成15年 8月27• 28日）

こ
の
両
日
は
、
村
関
係
職
員
の
ほ
か
に
、
砺
波
地
域
合
併
協
議
会
か
ら

定
協
議
会
が
設
立
さ
れ
、

浩
実
に
準
備
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
私
に
課
せ

ら
れ
た
責
務
は
、
村
民
の
期
待
に
応
え
る
べ
く
、

こ
の
時
こ
そ
、

夢
と
希
望
を
も
て
る
村
政
の
推
進
に
向
け
、
職
員
と
共
に
知
恵
を
出
し
、

ま
た
、

質
疑
応
答
も
行
わ
れ
、

く
出
さ
れ
た
。

二
月
二
十
八
日
、

合
併
し
て
よ
か
っ
た
と

合
併
と
村
づ
く
り
に
つ
い
て
村
議
会
と
協
議
を
重
ね
、

合
併
後
の
平
村
に
つ
い
て
の
質
問
が
多

会
場
に
は
、
多
数
の
村
民
が
出
席
し
、
砺
波
地
域
市
町
村
合
併
協
識
会

こ
。
t
 

を
説
明
す
る
合
併
住
民
説
明
会
が
、
民
舞
伝
習
会
館

（下
梨
）
で
開
か
れ
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で
の
合
併
協
議
に
つ
い
て
の
内
容
と
断
市
の
建
設
計
画
や
財
政
計
画
な
ど

こ
れ
ま
で
進
め
ら
れ
た
砺
波
地
域
市
町
村
合
併
協
議
会

上
旬
に
か
け
て
各
町
村
で
住
民
説
明
会
が
開
か
れ
た
。
平
村
に
お
い
て
も

に
つ
い
て
の
協
議
も
大
詰
め
を
迎
え
た
こ
と
か
ら
、

二
月
下
旬
か
ら
三
月

平
成
十
六
年
（

0
0
四
）
、
合
併
協
議
会
で
続
け
て
い
た
各
種
項
且

工
夫
を
凝
ら
し
誠
心
誠
意
努
力
を
し
た
い
」
と
述
べ
た
。

い
え
る
新
市
の
誕
生
を
実
現
す
る
こ
と
と
痛
感
し
て
い
る
。

え
、
と
く
に
重
要
な
課
題
で
あ
る
市
町
村
合
併
も
、

八
町
村
で
の
合
併
法

設
計
画
を
説
明
し
た
後
、
村
長
か
ら
「
地
方
分
権
と
変
革
の
時
代
を
迎

rl山
事
務
局
次
長
な
ど
担
当
者
が
出
席
し
、

合
併
項
目
の
協
議
状
況
と
建

市町村合併に向けて



問 合併したら、村から各種団体へ出ている補助金

や交付金はどうなるのか。

答 8町村ともに1nl種の団体がある場合は、統一す
る方IfIJで調整する。平村独日の補助金について
は、実紐や揺iを考慮して調格する。整理統合で

きるものについては廃止の方l旬で調柩する。
16年1文は現状のまま予符，i|・|：した。

問 平・上平斎場の運営はどうなるか。

答 迎営は砺波広域園から南砺市に移し、役楊職且

が行っていた業務は業者に委託する。専門業者に

委，if:するか、地元の人が,JIき受けるかは今後決め
る。祭坦等は牒協が引き続いて行う。祭埴は新し

くする予定である。

問 8町村の中でいくつものスキー大会やスポーツ

大会が開かれ経費の補助を受けているが、合併後

はどう見直されるのか。19年にインターハイが開
かれるが、その運営費、強化費はどうなるのか。

答 脊料にあるとおりスポーツ人会は,JIき続き振輿
を図ることになっているが、連営については合併

後に調整する。スキークラプの統合も考えてもら

いたい。インターハイについては、合併，］じ念大会

として誘致したいと 8町村長がリ，しに要沼している
が、まだ決定したという述絡はない。

問 芸術・文化の団体への補助はどうなるか。

答 民謡保イf:会などのことだと思うが、 8町村にそ
れぞれあるので、バランスが取れるように調格さ

れる

問 新市になって住民サービスなどで廃止や後退す

るものはあるのか。

答 サービスは低 Fさせないという大前捉である
が、水道料、 ド水追料は若干ヒがる話がある。

問 吸収合併になるのでないか。分庁舎方式になる

と、住民はどこへ行けば用事を済ますことができ

るのか。

答 合併の方式については対等合併である。）11'Fは
行政センターの窓11で全て済ますことができる。
地域の不安については、地域審議会を設四するの

で窯見を出してほしい。

問 辺地、過疎計画はどうなるのか。地区内の除雪

は今までどおりしてもらえるか。

答 平． I?f£と利賀が過疎地として指定されている
が、南砺l|iとなっても指定が受けられるので、従

米どおり過疎地域として扱われる。17年度に後期

Iil両を策定する。除‘りの体制は今までと変わらな
し‘°

問 上・下水道の料金はどうか。森林組合の統合を

想定しているのか。

答 水誼料は17年炭から11径別、従址制になる。視
在の水道のメーター1史）1］料と下水道の人頭制は1免
止する。森林糾合は 81町村内に砺波、五箇lll、利

賀村の 3つがあるが、役所からは統合してくださ
いとはいいにくいので、皆さんで話をしていただ

きたい。

▲合併住民説明会意見交換記録（平成16年 2月28日）

こ
ろ
、

的
な
施
設
建
設
に
で
き
る
だ
け
早
く
着
手
し
た
い
」
と
答
弁
し
た
。
ま

て
た
い
。
小
学
校
体
育
館
や
旧
中
学
校
寄
宿
舎

一
帯
を
整
備
し
、
村
民
の

て
質
問
し
、
中
村
村
長
は

「
役
場
の
建
設
は
適
当
な
建
設
場
所
が
な
い
た

ま
た
、

一
般
質
問
に
お
い
て
荒
木
義
和
識
員
が
文
化
複
合
施
設
に
つ
い

議
会
に
お
い
て

「
砺
波
地
域
市
町
村
合
併
協
議
会
設
置
に
つ
い
て
の
件
」

画
や
水
道
、

引
き
続
き
、
出
席
者
か
ら
の
質
問
に
答
え
る
形
式
で
会
が
進
め
ら
れ

平
成
十
五
年
（
二
0
0
三
）

の
法
定
協
議
会
設
置
議
案
を
可
決
し
た
。

め
延
び
延
び
に
な
っ
て
い
る
が
、

合
併
前
に
村
民
の
期
待
す
る
施
設
を
建

利
用
効
果
の
上
が
る
文
化
施
設
、
体
育
館
と
合
併
後
の
支
所
が
入
る
総
合

た
、
謁
田
徹
二
議
員
が
市
町
村
合
併
に
つ
い
て
村
長
に
考
え
を
質
し
た
と

「
昨
年
十
二
月
二
十
四
日
に
八
町
村
で
任
慈
の
合
併
協
議
会
が
ス

三
月
十
七
日
、
平
村
議
会
で
は
三
月
定
例

平
村
議
会
で
法
定
協
謙
会
設
置
議
案
を
可
決

こ
。
t
 

直
結
す
る
件
に
つ
い
て
説
明
し
た
。

下
水
道
料
金
、
ご
み
袋
、
村
営
バ
ス
の
料
金
な
ど
、
生
活
に

村
長
の
あ
い
さ
つ
の
あ
と
、

総
務
企
画
課
長
が
出
席
し
た
。

合
併
協
議
会
事
務
局
よ
り
新
市
の
建
設
計

事
務
局
の
青
島
主
幹
ほ
か
二
名
、
役
場
か
ら
は
村
長

・
助
役
・
収
入
役
と
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.... 3月定例議会において法定協議会設置議案を可決

要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
平
成
三
年
（
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ど
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
と
事
務
能
力
の
向
上
を
図
る
新
庁
舎
を
建
設
す
る
必

タ
ー
ト
し
、
そ
の
後
、

会
に
は
四
月

一
日
か
ら
砺
波
地
域
市
町
村
合
併
法
定
協
議
会
を
設
置
す
る

対
策
が
進
め
ら
れ
て
お
り
、

四
月
に
は
新
市
の
名
前
も
公
募
し
、
住
民
の

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
も
行
わ
れ
る
。

合
併
後
は
、
平
に
行
政
セ
ン
タ
ー
が
設
置
さ
れ
、
住
民
票
な
ど
の
交

審
識
会
の
運
営
、
公
共
施
設

・
道
路

・
上
下
水
逍
の
維
持
管
理
を
行
う
部

住
民
の
意
見
を
尊
重
し
な
が
ら

「合
併
し
て
よ
か
っ
た
』
と
言
わ
れ
る

新
市
を
つ
く
る
こ
と
が
私
た
ち
の
責
務
で
あ
る
と
思
う
」
と
述
べ
た
。

平
村
行
政
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
役
場
庁
舎
は
昭
和
二
十
八
年
(
-
九
五

三
）
に
建
設
さ
れ
た
。
老
朽
化
が
進
ん
で
い
る
こ
と
に
加
え
、
職
員
の
増

加
に
よ
り
事
務
室
や
書
庫
ス
ペ
ー
ス
、
村
民
の
待
合
場
所
も
狭
い
こ
と
な

九
九

一
）
三
月
策
定
し
た
第
三
次

平
村
総
合
計
画
で
新
庁
舎
建
設
を
促
進
す
る
必
要
性
が
明
記
さ
れ
、
同
じ

く
三
月
の
定
例
会
で
文
化
施
設
等
建
設
基
金
条
例
を
制
定
し
、

三
位
円
の

文
化
複
合
施
設
の
竣
工

署
が
置
か
れ
る
。

付
、
福
祉
、
医
療
、
年
金
相
談
、
保
険
業
務
な
ど
を
行
う
部
署
と
、
地
域

議
案
を
提
出
し
て
い
る
。
平
成
十
六
年
十

一
月

一
口
の
合
併
を
目
指
し
て

―-M
に
わ
た
っ
て
会
識
を
開
い
た
。
現
在
、
定
例

市町村合併に向けて



▲平村文化複合施設の全景

==・三三

基
金
を
積
み
立
て
た
。

庁
舎
新
築
の
計
画
に
つ
い
て
は
、
市
町
村
合
併
を
前
に
計
画
の
具
体
化

が
ク
ロ

ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
、
平
成
十
六
年
三
月
に
は
、
施
設
の
全
体
像
が

決
ま
り
、
行
政

・
保
健
・
ス
ポ
ー
ツ

・
文
化
に
適
応
す
る
文
化
複
合
施
設

――

九
万
九
、

0
0
0
円
で
あ
っ
た
。

帳

と
さ
れ
た
。

緞ー

同
年
十
月
九
日
、
待
望
久
し
か
っ
た
平
村
文
化
複
合
施
設
整
備
事
業
が

たさ置

完
了
し
、
盛
大
に
竣
工
式
が
行
わ
れ
た
。

几
又
一＿l-
ロに

こ
の
事
業
は
、
平
行
政
セ
ン
タ
ー
、
平
小
学
校
体
育
館
の
新
築
、
平
保

館育

健
セ
ン
タ
ー
、
若
者
セ
ン
タ
ー

「
春
光
荘
」
の
改
築
を
行
っ
た
も
の
で
、

体

総
事
業
費
は

一
一
億
三
、

▲
 

当
日
は
修
祓
式
の
後
、
地
元
下
梨
区
の
獅
子
舞
が
に
ぎ
や
か
に
舞
っ
て

お
祝
い
の
ム

ー
ド
を
高
め
、
中
村
村
長
、
水
上
信
一
村
議
会
議
長
、
綿
貰

這

民
輔
前
衆
議
院
議
長
、
河
合
常
則
参
議
院
議
員
、
友
好
町
村
で
あ
る
舟
橋

釦

泰
博
北
海
道
羽
幌
町
長
、
杉
村
平
八
愛
知
県
半
田
市
長
代
理
な
ど
の
来
賓

子獅

が
、
テ
ー
プ
カ
ッ
ト
を
行
い
、
完
成
を
祝
っ
た
。

が区

竣
工
式
典
は
新
し
く
完
成
し
た
体
育
館
で
行
わ
れ
、
施
工
業
者
に
感
謝

梨下元

状
が
贈
ら
れ
た
後
に
、
緞
帳
の
披
露
式
が
あ
っ
た
。
こ
の
緞
帳
の
図
柄

い

は
、
世
界
造
産
の
相
倉
合
掌
造
り
集
落
と
初
夏
の
人
形
山
を
基
本
と
し
て

地祝を

作
製
し
た
も
の
で
、
さ
ら
に
「
麦
屋
笠
踊
り
」
と
「
筑
子
踊
り
」
が
デ
ザ

成t71

イ
ン
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
皇
太
子
殿
下
が
平
成
三
年
の
歌
会
始
め
で
詠

▲
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平村闊村式

ロ

“n岬 wo:

▲大勢の人々が参加した閉村式

長
い
歴
史
を
育
ん
で
き
た

ら
ょ
、
9

J
 

必
然
的
に

「平
村
』

「平
村
」
の
名
が
削
え
る
こ
と
に
寂
し
い
思
い

の
村
名
は
消
え
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

市
』
誕
生
ま
で
、
残
す
と
こ
ろ

一一

日
と
な
り
ま
し
た
。
十

一
月

一
日
か

行
っ
た
。

ま
れ
た
歌
を
、
岡
書
恒
遠
前
村
長
が
揮
ご
う
し
、
金
糸
で
刺
細
さ
れ
た
。

舞
台
の
こ
け
ら
落
と
し
は
、
平
中
学
校
平
家
太
鼓
と
平
高
校
郷
土
芸
能

体
育
館
で
開
か
れ
た
。
台
風
の
影
評
で
雨
が
強
く
降
る

LI
と
な
っ
た
が
、

――

万
年
の
歴
史
を

式
で
は
、
全
員
で
君
が
代
斉
唱
と
最
後
に
な
る
村
民
憲
章
の
朗
唱
を

中
村
村
長
は
、
式
辞
の
中
で
「
砺
波
地
域
八
町
村
合
併
に
よ
る

『南
砺

が
こ
み
あ
げ
て
来
る
の
は
、
私
ば
か
り
で
な
く
、
こ
こ
に
ご
来
場
の
皆
様

は
も
ち
ろ
ん
、
村
民
の
方
が
す
べ
て
同
じ
思
い
で
あ
る
か
と
存
じ
上
げ
ま

す
。
私
た
ち
の
平
村
に
は
盟
か
で
限
り
な
い
大
自
然
、
多
く
の
歴
史
的
文

化
辿
産
、
そ
し
て
暖
か
く
人
情
味
あ
る
村
民
性
な
ど
、
平
村
固
有
の
宝
物

を
数
多
く
有
し
て
お
り
、
新
し
く
誕
生
す
る
南
砺
市
の
中
で
も
そ
の
輝
き

も
つ
平
村
に
別
れ
を
告
げ
た
。

小
中
学
生
全
員
の
ほ
か
、
多
く
の
村
民
が
集
ま
り
、

平
成
十
六
年
（

二

0
0四
）

-
j
¥
 1

ー、

ー
）

―|
ー

平
村
閉
村
式

部
が
五
筒
山
の
民
謡
を
披
露
し
た
。

中
村
閉
村
式
が
平
小
学
校

285 第 6章 市町村合併に向けて



▲自治功労表彰の様子

ーロ
▲式辞を述べる村長

▲ 「未来への飛翔」の作文朗読

「
未
来
へ
の
飛
翔
」
の
作
文
朗
読
で
は
、
平
小
学
校
六
年
生
の
宮
脇
尚

彰
と
し
て
八
個
人
と
二
団
体
が
受
牲
し
た
。

陪
増
す
も
の
と
信
じ
て
お
り
ま
す
。

平
村
が
こ
れ
か
ら
も
、
確
か
な
歴
史
を
刻
ん
で
ゆ
く
、
う
る
わ
し
い
個

べ
、
最
後
に
平
村
に
対
す
る
「
愛
情
」
と
将
来
へ
の

「夢
」
が
さ
ら
に
大

き
く
広
が
り
、
合
併
し
て
よ
か
っ
た
と
い
え
る
南
砺
市
の
発
展
を
析
念
す

る
も
の
で
あ
る
と
結
ん
だ
。

ま
た
、
水
上
村
議
会
議
長
は
、
11

取
近
の
出
米
れ
と
し
て
五
筒
山
ト
ン
ネ

ル
の
完
成
が
村
民
の
生
活
を
大
き
く
変
え
た
と
あ
い
さ
つ
を
し
た
。

表
彰
式
で
は
、
特
別
表
彰
を
岡
書
恒
遠
前
村
長
と
宮
本
徳
五
郎
社
会
福

祉
協
議
会
長
が
受
け
た
ほ
か
、
自
治
功
労
表
彰
に
は
嵩
田
徹
二
村
議
会
議

員
ら
七
人
、
善
行
表
彰
に
高
田
善
太
郎
ら
二
人
と
三
団
体
、
感
謝
状
は
正

能
部
、
さ
ら
に
、
教
育
委
員
会
表
彰
と
し
て
、
社
会
教
育
振
興
活
動
に
対

し
三
個
人
、

四
サ
ー
ク
ル
、

＾
一協
会
、
社
会
体
育
ス
ポ
ー
ツ
振
興
活
動
表

人

（杉
尾
）
が

「平
村
が
な
く
な

っ
て
も
僕
た
ち
の
ふ
る
さ
と
が
な
く
な

る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
地
域
の
伝
統

・
文
化
・

産
業

・
自
然
な
ど
を
守

り
続
け
、
未
米
に
引
き
継
い
で
い
き
た
い
」
、
ま
た
、
平
中
学
校
三
年
の

西
村
香
澄

（下
出
）
は
「
こ
れ
か
ら
も
地
域
の
人
々
に
支
え
ら
れ
て
い
る

道
憲
治
ら

一人
、
表
彰
状
を
水
口
雄
太
な
ど
四
人
と
平
高
等
学
校
郷
土
芸

性
に
満
ち
た
地
域
で
あ
り
ま
す
こ
と
を
顧
う
も
の
で
あ
り
ま
す
」
と
述

を
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甜

▲村内全世帯に配布された閉村記念誌 『たいらとともに」

な
っ
て
い
る
。
こ
の
記
念
誌
は
村
内
全
世
幣
に
配
布
さ
れ
た
。

『村
を
さ
、

し
て
閉
村
記
念
誌

『た
い
ら
と
と
も
に
」
が
製
作
さ
れ
た
。
こ
の
記
念
誌

閉
村
記
念
誌

『た
い
ら
と
と
も
に
』
完
成

村
式
を
終
了
し
た
。

閉
会
の
辞
の
あ
と
、
参
加
者
全
員
で
閉
村
記
念
写
真
の
撮
影
を
し
、
閉

こ
と
を
忘
れ
ず
、
平
を
誇
り
に
思
う
大
人
に
な
り
、

よ
り
よ
い
地
域
づ
く

最
後
の
村
旗
降
納
式
で
は
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
に
浮
か
び
上
が
っ
た
村
旗

が
小
学
生
と
中
学
生
の
手
で
静
か
に
下
ろ
さ
れ
、
村
長
に
手
渡
さ
れ
た
。

平
成
十
六
年
（
二
0
0四
）
十
）
、
平
村
閉
村
記
念
の
最
後
の
事
業
と

は
平
成
元
年
の
村
制

一
0
0
周
年
記
念
の
際
に
発
刊
さ
れ
た

え
る
j
の
続
編
と
し
て
製
作
さ
れ
た
。

記
念
誌
の
内
容
は
平
村
が
こ
れ
ま
で
歩
ん
で
き
た
道
を
年
表
形
式
で
写

真
も
交
え
て
紹
介
し
て
い
る
ほ
か
、
文
化
複
合
施
設
の
竣
工
式
、

閉
村
式

の
様
子
も
収
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
村
内
の
住
民
の
炉
サ
真
が
粧
幣
ご
と

に
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
閉
村
を
迎
え
る
に
あ
た
り
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と

り
に
役
立
ち
た
い
」
と
、
そ
れ
ぞ
れ
抱
負
を
述
べ
た
。
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